
予算決算委員会総務文教分科会記録 

１ 日 時        令和４年９月２２日（木曜日） 

開   会      午前１０時０７分  

休  憩      午前１０時３０分 

再   開      午後 １時０７分 

休  憩      午後 １時２１分 

再   開      午後 ２時０２分 

休  憩      午後 ３時１７分 

再   開      午後 ３時５８分 

         閉  会      午後 ４時３４分 

２ 場 所        第 １ 委 員 会 室 

３ 出席委員   ８人 

分科会副会長    田 辺 裕 三

委 員    金 岡 貴 裕

〃     松 尾   茂

〃     尾 上 一 彦

〃 村 石   篤

〃   高 田 重 信

〃    赤 星 ゆかり

〃     柞 山 数 男



４ 欠席委員   １人 

        分科会長    松 井 邦 人 

５ 地方自治法第１０５条の規定により出席した者 

議 長    鋪 田 博 紀



６　 説明のために出席した者

【企画管理部】

部長 前田　一士

法務指導監 福島　武司

部次長 清水　裕樹

部次長（行政改革・公共施設再編・人事管理担当） 関谷　雄一

ガラス美術館長 土田　ルリ子

情報企画監 小倉　康男

参事（政策秘書担当） 野嶽　誠司

参事（公文書館担当） 澤　　昌芳

企画調整課長 高橋　洋

行政経営課長 岸　　聡之

文書法務課長 本多　寛明

職員課長 竹内　孝

秘書課長 植野　聡希

広報課長 栗山　朋子

情報システム課長 佐伯　誠司

文化国際課長 豊島　栄治

スマートシティ推進課長 越村　真

ガラス美術館次長 水原　秀樹

職員研修所長 中川　美智留

公文書館長 木下　満

婦中ふれあい館長 有岡　昌徳

富山外国語専門学校事務長 横越　純

富山ガラス造形研究所事務長 佐伯　緑子

企画調整課主幹（調整担当） 山口　敬



【防災危機管理部】

部長 中村　敏之

部次長 荒井　敦志

部次長（生活安全交通・防災危機管理担当） 渡辺　正信

参事（生活交通安全課長） 小善　誠

防災危機管理課長 青山　哲也

防災危機管理課主幹（調整担当） 開田　直人

【教育委員会】

事務局長 砂田　友和

理事（図書館長） 梅沢　宗仁

事務局次長（総務・社会教育担当） 古西　達也

事務局次長（学校教育担当） 竹脇　孝志

科学博物館長 水高　清志

民俗民芸村管理センター村長 若木　佳之

参事（大沢野生涯学習センター所長） 中村　忠成

教育総務課長 本郷　由佳

学校再編推進課長 山口　雅之

学校施設課長 高瀬　雅基

学校教育課長 川端　紀代美

学校保健課長 宮前　仁

生涯学習課長 高橋　祐子

大沢野教育行政センター所長 片山　尚之

大山教育行政センター所長（大山歴史民俗資料館長） 島崎　幸仁

八尾教育行政センター所長（八尾化石資料館長） 山田　学

婦中教育行政センター所長 加藤　孝一

教育センター所長 河原　弘幸

郷土博物館長 坂森　幹浩

市民学習センター次長 寺島　優子

埋蔵文化財センター主幹学芸員 鹿島　昌也

教育総務課主幹（調整担当） 大島　聡



【財務部】

部長 牧田　栄一

部次長 刑部　博規

部次長（税務担当） 片山　建

税務事務所長 久郷　元幸

参事（資産活用担当） 若松　潤

参事（納税課長） 追分　禎一郎

参事（債権管理対策課長） 加藤　康博

参事（用地課長） 守山　裕一

財政課長 中山　武史

管財課長 高波　宏明

契約課長 開発　則幸

工事検査課長 坂井　義隆

市民税課長 高場　英人

資産税課長 小川　徹雄

税務事務所税務課長 瀬川　智行

財政課主幹（調整担当） 温井　信之

７　 職務のために出席した者

【議会事務局】

議事調査課長代理 中山　崇

議事調査課主任 竹之内　慧

議事調査課会計年度任用職員 佐伯　瞳
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８  会議の概要  

分科会副会長 分科会長が都合により出席できませんので、

富山市議会委員会条例第７条第１項の規定に

より、私が代わって議事を進めさせていただ

きます。  

ただいまから、令和４年９月定例会の予算決

算委員会総務文教分科会を開催いたします。  

なお、本日は、地方自治法第１０５条の規定

に基づき、鋪田議長が出席されております。  

審査に先立ち、分科会記録の署名委員に、金

岡委員、柞山委員を指名いたします。  

これより、総務文教分科会企画管理部所管分

の議案の審査を行います。  

議案第９８号  令和４年度富山市一般会計補

正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の補

正、歳出第２款総務費中、企画管理部所管分  

を議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。  

企画管理部長 〔挨拶〕  

企画管理部次長 〔議案第９８号中  

企画管理部所管分の概要について、

議案説明資料により説明〕  
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企画調整課長 〔議案第９８号中  

移住支援事業について、  

議案説明資料により説明〕  

行政経営課長 〔議案第９８号中  

官民連携推進事業について、

議案説明資料により説明〕  

分科会副会長 これより、質疑に入ります。  

質疑はありませんか。  

赤星委員   議案説明資料２ページの移住支援事業につい

て伺います。  

（２）事業目的の中に、「本市へＵＩＪター

ンし、就業（テレワーク含む）もしくは起業

した場合に」とありますが、就業する会社の

所在地は関係あるのでしょうか。県内や市内

の会社でなければならないのか、それとも、

県外の会社でもいいのでしょうか。  

企画調整課長 この制度は県と県内市町村が共同で実施して

います。  

就業先については、県のマッチングサイトか

ら就業された場合が対象となります。富山市

外の会社の場合でも、富山市に移住していれ

ば対象となります。  
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赤星委員   関連しまして、今コロナ禍で地方への移住が

注目されていますが、補助金だけではなく、

例えば、空き家を改装して安く借りられる家

を用意するなど、そういった市独自の施策は

あるのでしょうか。それとも、富山市の移住

支援事業は、今はこれだけでしょうか。  

企画調整課長 移住支援関係につきましては、今年度から企

画調整課が総合窓口となりまして、まず今年

度の５月に、手作りではありますが移住者向

けのパンフレットを作りました。  

そのパンフレットは県の移住相談窓口である

富山くらし・しごと支援センターに配るなど

し、制度の周知に努めています。  

また、職員がＺｏｏｍ等を活用し、移住に関

するイベントに参加するなど、移住支援の取

組を進めているところでございます。  

金岡委員   本事業は令和元年度から実施しているという

ことですけれども、その実績について教えて

ください。  

企画調整課長 令和元年度は全体で２件で、単身で１件と世

帯で１件です。令和２年度は全体で５件で、

単身で２件と世帯で３件です。令和３年度は

全体で１３件で、単身が６件で世帯が７件で
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す。  

金岡委員   （２）事業目的で、「東京２３区に在住して

いた方」とありますが、新卒の方も対象にな

るのでしょうか。  

企画調整課長 対象要件につきましては東京２３区の在住者

または通勤者となります。  

また、その詳細な期間としまして、住民票を

移す直前の１０年間のうち、通算５年以上、

東京２３区内に在住か通勤していたこと、ま

た、住民票を移す直前に、連続して１年以上、

東京２３区に在住または通勤していたことが

要件となります。  

新卒の方の場合ですと、例えば、幼少期から

東京２３区に在住されて、東京の大学を卒業

し、富山で就職された場合であれば、在住要

件を満たしますので、該当すると思われます。  

ただ、富山から大学進学のために東京に行っ

て、東京２３区に在住する場合には、一般的

には大学は４年で卒業しますので、在住要件

である５年以上を満たさず、該当しないと。

しかし、大学院に進学し、東京２３区内に６

年間在住した場合には、該当してくると。  

人によってケースはまちまちかと思います。  
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村石委員   この移住支援事業は、もともとは国の事業で、

県がリーダーシップを取って富山県内への移

住を推進していくものと理解しています。  

（２）事業目的にある、１８歳未満の子ども

１人につき３０万円を加算することについて

は、高岡市でも同じように３０万円となって

いたので、これは「ワンチームとやま」の中

で、富山県内の各市町村はこの金額でいきま

しょうと決まったのでしょうか。  

この３０万円は一般財源となっていますが、

これは各市町村独自の事業か、富山県全体の

「ワンチームとやま」の中での事業かどうか

教えてください。  

企画調整課長 「ワンチームとやま」の事業ではありません。

この３０万円という金額は、国が決めており

ます。  

この金額の根拠としては、国が自治体向けに

出したＱ＆Ａによりますと、２人世帯の夫婦

で移住した場合と、１８歳未満の子どもを２

人連れて４人で移住した場合の費用を試算し、

その差額が子ども１人当たり３０万円であっ

たということです。  

村石委員   やはり子どもがいると、当然勉強机なども運

ばなければならないし、引っ越しの費用だけ
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ではなく、新しい学校に通うことになると、

教科書を買ったりしなければならないと思い

ます。  

先ほど実績についてお聞きしたのですが、令

和３年に１３件と、令和２年から倍以上増え

ています。  

１つの要因として、これはやはり新型コロナ

ウイルス感染症の影響で地方への移住が増え

たと考えていいのでしょうか。  

企画調整課長 １つの要因として、ないとは申し上げません

が、まず一番はこの制度が周知されたことだ

と思っています。  

村石委員   そうであれば、積極的に周知をすれば、移住

者がもっと増えることにつながると思います。  

また、本事業は令和４年４月より商業労政課

から企画調整課に所管を移行したということ

ですが、県内の各市町村では、企画課や住居

を担当する課など所管は様々です。  

今回、企画調整課に移行した理由についてお

聞かせください。  

企画調整課長 先ほども申しましたが、今年度から企画調整

課が移住に関する総合窓口となったことで、

移住支援金の事業が移行したものと認識して
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おります。  

村石委員   特に大きな理由はないということですか。  

ただ総合窓口を企画調整課にしただけであれ

ば、これまで特に問題がなかったので総合窓

口は商業労政課でもよかったのではないです

か。  

移行した理由は何かないのですか。  

企画管理部長 今年度４月の組織改正は、部の新設も含めま

して、かなり大幅な組織改正でございました。

様々な重要課題や懸案事項に部局横断で対応

していかなければならないのですが、特に、

その推進の役割が大きくなっていることから、

企画管理部の企画調整課の中でも、これまで

スタッフ制だったものを３係制とし、係制を

新たに設けたわけであります。  

例えば、ＳＤＧｓ未来都市計画のように全庁

的に取り組んでいかなければならないという

ことや、移住に関する最初の窓口がこれまで

は明確ではなかったという課題がありました。

先ほども御質問があったように、空き家の問

題や住宅の問題、空き家バンクの運営などの

住宅政策に関しては活力都市創造部で、地域

おこし協力隊などは農林水産部が中心になっ

て実施しています。  
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移住支援に関して、窓口が様々な部局に分か

れていましたが、まず最初の相談窓口という

ものを１つ設けようという観点から、企画管

理部の企画調整課にコンシェルジュ的な役割

を設け、内容に応じてそれぞれの担当課につ

なぐと。その方々がどういうことを望んでい

るのか、何を聞きたいのかということをしっ

かり明確にした上で、責任を持ってつなぐと

いう役割を企画管理部で果たしていこうと思

っています。  

移住に関する施策について、予算措置も含め

て全部を企画調整課で進めていこうというこ

とではございません。  

この移住支援金につきましては、まずそうい

った相談窓口の役割を１つ果たそうという中

で、対象となる方には紹介をするという観点

から、最初の相談窓口でこの制度を紹介する

ために、企画調整課に事業を移行したという

経緯がございます。  

いずれにいたしましても、これは企画管理部

だけではなく、全庁的に取り組んでいかなけ

ればならないので、その最初の窓口を一本化

するために、今回組織改正を行ったものでご

ざいます。  

村石委員   昨年度まで商業労政課で担当していた職員が
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いると思いますが、今年度、この事業を企画

調整課に移行したときに、その担当していた

職員も異動したのかどうかお聞かせください。  

企画管理部長 人事異動を担当しておりますので、私のほう

からお答えさせていただきます。  

昨年度まで商業労政課長を経験しており、誰

よりも制度を熟知している高橋課長が企画調

整課に異動したということでございます。  

高田委員   今年度の当初予算では、どのくらいの件数を

見込まれていたのですか。  

企画調整課長 当初予算の時点では全体で７件を見込んでお

りました。  

件数を分けて申し上げますと、世帯で４件、

単身で３件です。  

高田委員   令和３年度は１３件だから、もう少し多くて

もよかったかなと思います。  

今回補正予算を要求したのは、まだこれだけ

の伸びる見込みがあるということか、それと

も、もう既に問合せがあるということか、ど

うでしょうか。  

企画調整課長 今委員がおっしゃったとおり、この補助金に
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ついては、電話で問合せがございますので、

その件数などを参考に補正をお願いしており

ます。  

赤星委員   これまでの実績で、移住された方が市内のど

の地域に住んでいるのか分かりますか。  

企画調整課長 地域につきましては様々でございます。  

どこかに集中しているということは特にない

です。  

赤星委員   知りたかったのは、旧富山市か、旧町村の地

域か、あるいは中山間地かどうかということ

です。  

企画調整課長 ほぼ旧富山市です。  

分科会副会長 ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。  

これより、議案第９８号中企画管理部所管分

の意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 意見の表明なしと認めます。  
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以上で、総務文教分科会企画管理部所管分を

終了いたします。  

午前１０時３０分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午後  １時０７分  再開  

分科会副会長 これより、総務文教分科会防災危機管理部所

管分の議案の審査を行います。  

議案第９８号  令和４年度富山市一般会計補

正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の補

正、歳出第２款総務費中、防災危機管理部所

管分  

を議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。  

防災危機管理部長 〔挨拶〕  

防災危機管理部次長 〔議案第９８号中  

防災危機管理部所管分の概要について、  

議案説明資料により説明〕  

防災危機管理課長 〔議案第９８号中  

防災拠点機能充実強化事業について、  

防災啓発事業について、  

議案説明資料により説明〕  
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分科会副会長 これより、質疑に入ります。  

議案説明資料２ページの防災拠点機能充実強

化事業について、質疑のある方はいらっしゃ

いますか。  

金岡委員   この防災拠点機能充実強化事業には、福祉避

難所についても含まれているのでしょうか。  

防災危機管理課長 福祉避難所は含まれておりません。  

理由といたしましては、今回の事業は、いわ

ゆる体育館等、何もない広いところを会場と

して使用する指定避難所で、例えば受付のテ

ーブルを作ったり、感染症の予防のために消

毒液を置いたり、プライバシーのテントを置

いたりするなど、円滑に避難所を開設するた

めに備品を配備するものであります。  

福祉避難所については、基本的にまず第１次

避難所に避難をしていただいた後に、特別な

支援が必要な方に対して、受け入れてもらえ

る福祉避難所があるのかどうか、個別にどの

ようなサポートが必要かなどを調整した上で、

福祉避難所へ移動していただくという流れに

なります。  

実際に福祉避難所に避難した場合は、福祉施

設の設備を使って生活されることになります

ので、受付のテーブルなどといった備品は特
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段必要ないということで、今回の対象にはな

っておりません。  

金岡委員   今回、配備予定施設となっている第３次避難

所とその他避難所の内訳を教えていただけま

すでしょうか。  

防災危機管理課長 まず第３次避難所ですが、こちらは主に県立

高校などで２６か所あります。  

次に、その他避難所ですが、こちらは市総合

体育館や公民館、コミュニティセンターなど

の公共施設で、６９か所あります。  

分科会副会長 議案説明資料３ページの防災啓発事業につい

て、質疑のある方はいらっしゃいますか。  

村石委員   議案説明資料３ページの（３）事業内容にチ

ラシを作成すると書いてあって、その下のチ

ラシのイメージ図に災害の「備え」チェック

リストとあります。  

これでは非常に分かりにくいので、災害に備

えて家庭ではこういう備蓄品が必要というこ

とと、避難所に避難するときの非常用持ち出

し袋にはこういうものを準備するということ

を明確に分け、図やイラストなどを使っても

っと分かりやすくしたほうがよいと考えるの
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ですが、見解を伺います。  

防災危機管理課長 今回、この議案説明資料にお示ししておりま

すものは、あくまでもイメージであります。

このとおり作るということではありません。  

御指摘のとおり、実際の非常用持ち出し品と

家庭での備蓄品は違うという情報も大変大切

であると思っております。  

一方で、今回この事業を実施しようと思った

大きなきっかけとして、市民全体の防災意識

を高めたいという思いがあります。  

その理由は、全国都道府県魅力度ランキング

のような全国調査の中で、自然災害に関心の

高い都道府県ランキングがありまして、実は

富山県は２年連続で最下位となっています。  

このことから、私たちも含めて、やはり市民

全体の意識啓発が大切だと思っています。ま

ずは防災意識を高めるようなことを第一に、

このチラシの内容を考えていきたいと思って

います。その上で、デザインや見やすさは当

然配慮もしますし、紙面も限られております

が、市として一番最初に伝えるべきことは何

か、御意見としていただいたことも含めて、

検討していきたいと考えております。  

村石委員   某知事は、富山県は災害の少ない県だと言っ
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ていましたし、県民の災害に対する意識はな

かなか低いのだと思います。ただ、台風が来

るなど、いつ自然災害が発生するのか分から

ないので、やはり災害に対する啓発は大切だ

と思います。  

その一環として、（３）事業内容に梱包用の

ケースにビスコやクラッカーを入れて配ると

ありますが、ケースの数は何個ぐらいを考え

ておられるのか、お伺いします。  

防災危機管理課長 梱包用のケースにつきましては、今後、数年

中に賞味期限を迎えるものの数を基本に２万

７，０００個と考えております。チラシにつ

いては窓口等で配布する分も考えて３万枚と

考えております。  

村石委員   今、数を聞いて驚きました。それだけ多くの

備蓄があるということが分かりましたし、こ

れを有効に配布して啓発につなげていくこと

を考えると、例えばＰＴＡ総会や老人クラブ

の総会で配布してはどうかと考えますが、ど

うでしょうか。  

防災危機管理課長 今御提案いただきましたとおり、ＰＴＡ総会

や老人クラブなどといったものに限らず様々

な機会があると思っておりますので、機会を
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捉えて積極的にＰＲをしていきたいと考えて

おります。  

赤星委員   非常食についてですけれども、ビスコやクラ

ッカーのほかに、おかゆやアルファ化米など

もいつかは賞味期限を迎えると思いますが、

そういったものについては配る予定はないの

でしょうか。  

防災危機管理課長 そちらにつきましても同じように、備蓄食料

の賞味期限が、短いもので５年ぐらい、長い

もので７年ぐらいになっていますので、当然、

賞味期限が近づいたものは有効に活用して、

防災啓発につなげていきたいと思っています。  

分科会副会長 ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。  

これより、議案第９８号中、防災危機管理部

所管分の意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 意見の表明なしと認めます。  

以上で、総務文教分科会防災危機管理部所管

分を終了いたします。  
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午後  １時２１分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午後  ２時０２分  再開  

分科会副会長 これより、総務文教分科会教育委員会所管分

の議案の審査を行います。  

議案第９８号  令和４年度富山市一般会計補

正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の補

正中、歳出第１０款教育費、第２条債務負担

行為の補正中、教育委員会所管分  

を議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。  

教育委員会事務局長 〔挨拶〕  

教育総務課長 〔議案第９８号中  

熊野小学校備品購入費等について、  

議案概要書により説明〕  

学校再編推進課長 〔議案第９８号中  

（仮称）水橋地区義務教育学校整備事業につ

いて、  

議案説明資料により説明〕  

学校施設課長 〔議案第９８号中  

大雨に伴う学校施設の復旧について、  
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桜谷小学校用地取得費について、  

芝園小学校及び芝園中学校・中央小学校・新

庄北小学校包括管理業務委託費について、  

学校施設整備事業費について、  

議案説明資料により説明〕  

学校教育課長 〔議案第９８号中  

野外教育活動センターの空調設備設置につい

て、  

議案説明資料により説明〕  

学校保健課長 〔議案第９８号中  

学校給食調理等業務委託について、  

給食調理場等の衛生関連設備更新について、  

議案書及び議案説明資料により説明〕  

生涯学習課長 〔議案第９８号中  

公民館の空調設備更新について、  

議案説明資料により説明〕  

大沢野教育行政 〔議案第９８号中  

センター所長 猪谷関所館大会議室の空調設備設置について、  

議案説明資料により説明〕  

教育センター所長 〔議案第９８号中  

保護者連絡システムと校務支援システムとの
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連携について、  

議案説明資料により説明〕  

分科会副会長 これより、質疑に入ります。  

議案概要書１９ページの熊野小学校備品購入

費等について、質疑のある方はいらっしゃい

ますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料２ページの（仮称）水橋地区義

務教育学校整備事業について、質疑のある方

はいらっしゃいますか。  

村石委員   この（仮称）水橋地区義務教育学校整備事業

については、ＰＦＩ手法により整備するとい

うことですけれども、事前にＰＰＰ／ＰＦＩ

手法簡易定量評価調書においていろいろ調べ

た上で、ＰＦＩ手法にしたと思うのですが、

財政支出削減率について教えてください。  

学校再編推進課長 特定事業選定時点で７．４％と伺っておりま

す。  

村石委員   今の７．４％は、実際に契約すれば財政支出

削減率がもっと大きくなると思います。  
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議案説明資料２ページの（２）事業内容に今

回のＰＦＩ手法における維持管理費が示され

ています。  

今回、修繕が必要になった場合に契約先が行

うということになると思うのですが、恐らく

今までと同程度の校舎であればどのくらいの

修繕費用がかかるのかということも一定程度

考慮してこの金額を設定したと思います。  

このことでＶＦＭ―ＰＦＩ方式により、従来

方式と比較して削減できた総事業費の割合―

に影響するのかどうかということをお伺いし

ます。  

例えば中央小学校の整備ではＶＦＭは２８％

となっています。これはあくまで推定になっ

てしまいますが、どのように考えているのか

お聞かせください。  

学校再編推進課長 お尋ねのＶＦＭは、従来手法で整備した場合

と、それと同条件でＰＦＩ方式で整備した設

計、施工、維持管理などの費用総額を対比し

た割合を出すものとなっております。  

同条件ということになりますので、例えば、

維持管理費が増大する可能性はあったとして

も、それに伴ってＶＦＭに影響を及ぼすとい

うことはないものと考えております。  

また、今回の仕様につきましては、事前にサ
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ウンディング調査という形で民間事業者から

聞き取り調査を行っております。民間事業者

からの聞き取りにおいても、１５年程度の事

業期間であれば、特段の事業費の増大にはつ

ながらないという意見も伺った上で、今回の

措置を取っているところでございます。  

村石委員   芝園小・中学校では、市が３，０００万円を

持ち出して修繕したことがあったものですか

ら、今回のＰＦＩ事業では恐らく、そういっ

たことはなくなるのだろうと思っています。  

次に、議案説明資料３ページの特記事項②に

避難所機能を備えるための防災備蓄倉庫と記

載があります。  

既存の５つの小学校と２つの中学校には、避

難所として一定程度の備蓄品があると思うの

ですが、今後も体育館等を避難所とし、そこ

に備蓄品を残すのかどうかなど、決まってい

ればお聞かせください。  

学校再編推進課長 委員がおっしゃるとおり、既存の５つの小学

校と２つの中学校が避難所指定されておりま

して、そういったものを引き続き残すのかど

うかは、今後の跡地活用の中で、地元の意向

も十分に酌み取りながら検討してまいりたい

と考えております。  
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また、防災備蓄倉庫は、水橋地区に現在２か

所設置されております。これは必ずしも水橋

地区の方々に限ったものではなく、富山市内

全域で必要とする防災備品の一部となってお

りますから、引き続き残るものと考えており

ます。  

今回、防災危機管理部の要請に基づいて、主

に水橋地区の方々を対象とした、避難所と防

災備蓄倉庫が一体となった理想的なものを新

たに設置することを考えています。  

なお、避難所指定や防災備蓄倉庫の設置に関

する事柄は、防災危機管理部で検討したもの

で、その要請に基づいて実施したものです。  

村石委員   （仮称）水橋地区義務教育学校に避難する人

たちが利用する備蓄品を備蓄していくための

倉庫だと考えてよろしいのでしょうか。  

学校再編推進課長 もちろん避難所として指定されることになり

ますので、当然そこで使用される備蓄品は備

蓄することになると思います。そのほかにも、

既存の学校が今後も引き続き避難所として指

定される可能性もありますので、そういった

ところの防災備蓄倉庫という位置づけにもな

っていく可能性はあると考えております。  
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村石委員   もし分かれば、この防災備蓄倉庫はどのくら

いの広さを考えているのか教えてください。  

学校再編推進課長 防災危機管理部で細かく積算されたものを基

に、今回６１平方メートル程度の倉庫を設け

ることになっております。  

赤星委員   整備事業の期間が令和５年度から令和２２年

度の１８年間とされている理由は何でしょう

か。  

学校再編推進課長 期間につきましては、まず設計から整備、そ

して開校までを３年程度予定しております。

開校後の令和８年４月以降につきましては、

民間のサウンディング調査等も行って、なる

べく大規模修繕が起こらない期間というとこ

ろで、１５年間の維持管理期間を設定してお

ります。  

赤星委員   本会議の答弁で、ＰＦＩで建設した学校では、

民間事業者からの独自提案を採用しているこ

となどから、従来型にはない複雑な構造やメ

ンテナンスの難しいデザイン性を重視した外

壁などに対応する維持管理費が必要となると

答弁されていました。  

芝園小・中学校のように、僅か１２年で雨漏
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りし、大規模修繕のために市から３，０００

万円持ち出しするということがあって、今回

はそういうことがないように、未達事項とし

て明記する方針と伺いました。  

しかし、ＰＦＩ手法で整備する事業者を選定

するわけですから、特記事項に記載されてい

る歴史展示スペースやエネルギー利用の効率

化など、いろいろな独自性のある提案がある

と予想されますので、やはりＰＦＩの期間が

終わった後の維持管理費は、従来型で整備す

るよりも増加するのではないかと思うのです

が、いかがでしょうか。  

学校再編推進課長 今、委員がおっしゃったようなことが起こら

ないように、今回の要求水準書では、事業期

間中のしっかりとした修繕と、１５年間の維

持管理期間終了後も、一定期間良好な状態で

施設が保たれるような要求水準としておりま

す。  

施設維持管理を始める前に、まず民間事業者

で長期の修繕計画というものをしっかり立て

てもらい、その計画に基づいて、毎年、我々

行政の職員がモニタリングを行いながら、し

っかりとした維持管理が行われるように担保

を行っていく形を考えています。  

基本的には１５年の維持管理期間が終了した
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ら、すぐに多額の大規模修繕費用がかかって

くることがないような仕様にしております。  

赤星委員   しっかりした要求水準書を作成するというこ

とですが、ＰＦＩのほうが従来型よりもいい

と判断する基準は、財政支出削減率７．４％

というコストの面が主な理由でしょうか。  

学校再編推進課長 費用削減を図れることも当然１つの理由です

が、ＰＦＩのメリットとして、例えば修繕が

必要となった場合、メンテナンスについては、

しっかりとしたサービスを提供することがで

きる専門の民間事業者が責任を持って実施す

るほうが適切な維持管理を図ることができる

と考えております。  

赤星委員   議案説明資料３ページのウを見ますと、ラン

チルームはあるけれども、給食室がありませ

ん。給食室は設けないのでしょうか。  

学校再編推進課長 今回、給食につきましては、北学校給食セン

ターからの配送を想定しております。  

赤星委員   これまで、旧富山市の時代から基本的には小

学校は自校調理方式という方針で、中学校は

２つの大きな給食センターからの配送でした。  
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以前も委員会で申し上げましたけれども、こ

の学校は水橋地区で唯一の学校となるわけで

す。そこに給食室がないということになりま

すと、トラックで北学校給食センターから常

願寺川の橋を渡って運ばれるので、やっぱり

出来たての給食が提供できず、冷めますよね。

作っている人の顔は見えず、食べる子どもた

ちの顔や食べる状況も見えないと、食育面で

も問題があると思うのです。  

さらには、災害時の避難所にもなるわけです

から、給食室があれば炊き出しもできますの

で、学校に給食室があるということは大事な

ことです。  

給食室がない学校になるということは、子ど

もたちや保護者、地域の住民の方、教職員に

も周知して、それで了承されているのでしょ

うか。  

学校再編推進課長 水橋地区からは、義務教育学校の整備に当た

って、令和４年７月１４日付で数多くの具体

的な要望書が出されております。  

こうしたことから、市ではなるべく地元の意

向に沿う形で要求水準書を作成するとともに、

来年度から行う設計段階においても十分に意

向を踏まえながら進めていくこととしており

ます。  
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また、要望書には給食室の設置について盛り

込まれておりませんでしたが、先月、地域の

代表者の方々に地域要望を踏まえた回答とし

て要求水準書の内容を説明した際に、併せて

給食室を設置しない方針を説明をしておりま

す。  

その際地元からは、今ほど委員もおっしゃっ

たような、食育の観点から、水橋漁港の協力

の下、毎年、地元食材であるホタルイカの空

揚げを給食に出されていると話があり、その

継続を要望されております。  

この要望を踏まえ、学校保健課とも協議して、

これまで小学生だけを対象にしていたホタル

イカの給食を、今後は中学生まで拡充しなが

ら実施していくことを考えております。  

地元からあった要望については、引き続き、

しっかり対応してまいりたいと思っておりま

す。  

また、今回この学校に調理室という形で、９

台の調理台のようなものを設置して、災害時

に避難所として使用する場合には対応できる

ようにしています。  

また、既存の学校について、今後施設等がど

うなるのかもまだ決まっておりませんが、そ

ういったところも代用していける可能性が残

っていると考えております。  
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赤星委員   今、地域の代表者の方々には給食室を設けな

いことを伝えたとおっしゃいましたけれども、

これはどういった方で、何名に伝えたのです

か。  

学校再編推進課長 水橋地区には５つの校下がございますので、

その自治振興会長に説明いたしまして、その

後、自治振興会長から地域のほうへお伝えを

していただいていると聞いております。  

それだけではなく、（仮称）水橋地区義務教

育学校整備に当たっては、随時、しっかりと

地元へ説明をしてほしいという要望もいただ

いておりますので、市教育委員会としまして

も、折に触れてしっかりと説明してまいりた

いと考えております。  

赤星委員   北学校給食センターから（仮称）水橋地区義

務教育学校まで何分かかりますか。  

学校再編推進課長 車で配送する予定にしておりますので、当然

日々の状況により時間はずれるかもしれませ

んが、基本的には３０分あれば十分配送でき

るものと考えております。  

赤星委員   大雪のときなど、届かない可能性もあります

ので、大変危険だと思います。  
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分科会副会長 議案説明資料４ページの大雨に伴う学校施設

の復旧について、質疑のある方はいらっしゃ

いますか。  

金岡委員   山室小学校の大雨に伴う学校施設の復旧につ

いて、今後同規模程度の雨が降る可能性もあ

るので、再発防止について、今回の補正予算

に含めなくてもよかったのかどうか、お伺い

します。  

学校施設課長 再発防止につきまして、学校でできることは

限られているのですが、現状では土のうを準

備しまして、浸水の可能性がある際には設置

するよう対策をしております。  

今回の大雨は地域自体が水没しましたので、

土のうを積んだとしても、浸水してしまう可

能性はありますが、少なくともある程度時間

を遅らせることはできると思います。土のう

ではなく、止水板も考えましたが、現地はピ

ロティーで、柱と柱の間がとても広く、そこ

に設置するような止水板は存在しません。仮

につくったとしても、人力で持ち上げること

ができず、とても不便なものになるので、何

ができるのかということは今検討している段

階でして、土のうよりも少しでも利便性のい

いものがあれば、検討したいと考えておりま
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す。  

赤星委員   山室小学校は、グラウンド側が玄関になって

いて、大変フラットで段差のないバリアフリ

ーな造りになっているので、浸水したのでは

ないかと思います。今、学校施設課長がおっ

しゃったように、土のうでは防ぎ切れないと

思います。  

本会議でも提案したのですけれども、今後、

武蔵野市がやっているような、市立小・中学

校のグラウンドの地下に雨水の貯留浸透施設

の設置が必要になってくるのではないかと思

いますが、検討はしていないのでしょうか。  

学校施設課長 実は山室小学校には、小規模の地下ピットが

既にありまして、今回はそこを簡単に乗り越

えてしまいました。山室地域全体が水没した

量の水であったので、グラウンド全体にどれ

ほどのタンクを埋設すれば足りるのかという

問題もあるのですが、恐らく通常のタンクを

入れていたとしても賄い切れなかったのでは

ないかと思います。  

専門分野ではないので自信はないのですが、

結局は、地域の水が山室小学校に入ってくる

だけですので、厳しいのではないかと考えて

います。  
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赤星委員   従来の小さいものではとても間に合わないと

思います。  

武蔵野市のものは、かなり大規模ですけれど

も、プラスチックでできていて施工性が高い

とありましたので、研究していただきたいと

思います。  

分科会副会長 議案説明資料５ページの桜谷小学校用地取得

費について、質疑のある方はいらっしゃいま

すか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料６ページの芝園小学校及び芝園

中学校・中央小学校・新庄北小学校包括管理

業務委託費について、質疑のある方はいらっ

しゃいますか。  

金岡委員   この包括管理業務委託の内訳を教えてくださ

い。  

学校施設課長 管理業務の内訳としましては、建築物自体の

保守管理、建築に附帯する設備や厨房機器の

保守管理、施設の外構全体の維持管理、学校

の先生や児童・生徒で実施している以外の清

掃活動で、年に一、二回ぐらいの大規模な環
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境衛生清掃業務、軽易な修繕、そのほかセコ

ムのような電気警備を内容として含んでおり

ます。  

金岡委員   ほかの学校で、今回のような委託をしていな

い場合は、どのように施設管理をしているの

か教えてください。  

学校施設課長 ほかの学校につきましては、学校施設課から

ブロック単位で管理委託等をし、実施してお

ります。  

村石委員   包括管理業務委託というのは、ＰＰＰの事業

で多様な公民連携手法の１つで、市と委託先

の業者が連携し、実施していくことになると

思います。  

やはり学校は教育施設の側面だけではなく、

災害が起こったときには避難所になりますの

で、体育館や校舎が避難所になった場合は、

民間事業者は避難所の運営に携わることにな

るのでしょうか。  

学校施設課長 避難所の運営につきましては、基本的には市

の職員と地域の方でやっていくこととなって

おりますので、今回の委託先の業者の方が関

わるということはないです。  
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村石委員   今回のような校舎の維持管理の事業者ではな

いのですけれども、全国的には、学校給食の

調理業務委託をしている事業者と協定を結ん

で、災害のときに一緒に避難所運営するとこ

ろもあります。  

災害が起こったときは、公であろうと民であ

ろうと力を合わせて運営していくことが必要

ではないかと思うのですが、どうでしょうか。  

学校施設課長 もし互いに助け合えることが何かあれば、も

ちろんそれはすばらしいこととは思いますが、

包括管理業務委託につきましては、何を委託

するのかは決まっています。  

例えば災害時に何かが破損したという話であ

れば、市が負うべきリスクになるので、そこ

を民間事業者にお願いすることは委託の範疇

を超えてしまいます。  

また、学校給食の調理業務委託は実施してお

りませんし、大規模な環境清掃業務において

も、そもそも災害のときには対象になる業務

がない状況でありますので、現状の委託の内

容で、その避難所で民間事業者に何かしてい

ただくことはありません。  

村石委員   実際には、市の用務員が、校舎や体育館、グ

ラウンドなどの施設で壊れているところはな
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いのか、不具合がないのか、雨漏りしている

ところはないのかと、いろいろなところを見

ていると思います。そういった場合に民間事

業者に直接こうしてください、ああしてくだ

さいと言うことは、偽装請負の疑いを持たれ

る場合があります。  

偽装請負にならないように、しっかりとした

体制となっているのかお聞かせください。  

学校施設課長 今回の包括管理業務につきましては、民間事

業者の方と学校の先生たち、学校施設課の３

者で毎月１回継続的にモニタリング会議を実

施しており、おのおのの役割分担についてす

り合わせを行っております。  

３者それぞれが自分の業務の範囲であるのか、

そうではないのかということは、その場で毎

回明らかにして報告しておりますので、御心

配の偽装請負については発生しないものと考

えております。  

村石委員   総括的な考え方を言われたのですけれども、

偽装請負にならないためには、学校の窓口と

民間事業者の窓口を指定しておかなければな

らないのです。  

何かあった場合に、例えば学校側は、教頭先

生を通じて民間事業者に言い、民間事業者は



35

その中でも誰がそれを受けるのかということ

をしっかり決めておかなければならないと思

うのですが、どうでしょうか。  

学校施設課長 先ほども言いましたように、今回の包括管理

業務委託は、大規模な清掃や修繕が対象とな

っております。  

日々の掃除などは、学校の児童・生徒などが

実施するもので、そもそもその民間事業者の

業務の範囲ではありません。  

年に一、二回のワックスがけのような業務が

基本的な内容で、例えば、ある日突然、用務

員がワックスがけをしてほしいと民間事業者

に言っても、必要な用具がない状態では何も

できないので、結局、何か要望を言われたと

しても１度会社に戻って準備をしなければな

りません。窓口は教頭先生としておりますが、

教頭先生が不在で別の先生などが言うことが

あって、それが命令と取られかねないような

言い方であったとしても、会社へ戻って、準

備を始めた時点で、会社の誰かが止めると思

います。  

このように直接実行することは不可能で、偽

装請負が行われることはありません。  

村石委員   よく分からなかったのですけれども、結局、
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この包括業務委託は、建物や設備、外構、掃

除などの管理を委託するということですよね。  

当然、建物や設備が台風で壊れたり、雨漏り

したりすると思います。例えば、それを用務

員が発見したら、その民間事業者に言うので

はなく、教頭先生を通じて言うという仕組み

がしっかり確立しているのかどうかという質

問です。分かっていただけましたか。  

学校施設課長 おっしゃったことにつきましては、基本的に

は教頭先生から伝えるというルールになって

おります。  

赤星委員   ＰＦＩ手法で整備した学校の事業期間が終了

したあとですが、維持管理について、なぜ民

間事業者に委託をすることとしたのか。  

ほかの学校と同じように市直営に戻すことは

できないのでしょうか。  

学校施設課長 本会議において谷口議員の一般質問にも答弁

しましたが、実際に、今委託している民間事

業者の保守につきましては、とてもきめ細や

かなメンテナンスが実施されており、現場か

らも非常に好評をいただいております。  

常に施設を良好な状態に保つことができてい

ると評価をいただいておりますので、包括管
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理業務委託を今後も実施していくことは妥当

であると判断しております。  

赤星委員   従来型で建設された学校にはない、例えば開

閉するガラス屋根や、電動で上下する床でオ

フシーズンには多目的室としても利用できる

屋上プール、耐震構造に加えて免震構造を取

り入れた校舎、メンテナンスが難しいデザイ

ン性を重視した外壁などがあると本会議で答

弁されていましたが、芝園小・中学校、中央

小学校、新庄北小学校、それぞれ具体的に何

があるのか、お答えいただけますでしょうか。  

学校施設課長 すみません、今資料を持っていないのですが、

芝園小・中学校は耐震のバンパーが入ってい

たかと思います。  

たしか、中央小学校には、電動で上下する床

のプールがあったはずです。  

あと、傾斜した外壁を答弁していたと思いま

すが、芝園小・中学校だったはずです。  

赤星委員   施設管理の全体をマネジメントする業務費用

といった市による直営方式には見られない費

用が発生し、委託費が増加することがあると

いう答弁もありました。  

具体的に費用はどの程度増加するものでしょ
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うか。  

学校施設課長 細かい積み上げとなりますので、正確な額は

は申し上げることができないのですが、確か

に民間事業者に委託したほうが数割高くなる

ように見えます。  

ただ比較しますと、直営方式の場合、用務員

や学校の先生が見回りをして不具合があった

というときに、学校施設課に連絡をしてもら

うという仕組みになっているのですが、民間

事業者の委託では、民間事業者が見回って、

民間事業者が修繕しております。見回りに係

る用務員や学校の先生の人件費は算出できま

せんが、それを含めない状態で数割高くなっ

ております。  

学校現場の働き方改革として、教職員の負担

を軽減させるという観点からも、こちらのほ

うが望ましいと考えています。  

尾上委員   今ほど、とてもきめ細やかなメンテナンスが

これまで実施されており、現場からも非常に

好評であったという話がありましたが、今ま

では芝園小・中学校、中央小学校、新庄北小

学校を造った民間事業者がそれぞれメンテナ

ンスしていたので、要は建物の中身を知って

いて、それなりのメンテナンスができていた
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のだと思います。今後は小学校３校と中学校

１校をまとめて委託するということですが、

そうしたことで不具合等がないのか。別々に

発注した場合との費用の差額が分かれば教え

ていただけませんか。  

学校施設課長 まず費用の差額につきましては、包括委託し

た場合に維持管理経費で約１割削減、マネジ

メントにかかる費用で約４割削減できると考

えております。  

こちらの数字は、継続的に実施しております

モニタリング会議において、民間事業者に直

接伺ったところ、どの民間事業者も一括して

委託してもらえればその程度の削減は可能で

あるということが共通した見解でした。自社

の特殊な技術について引継ぎができるのかと

いう話も３社に伺ったところ、一部、引継ぎ

期間を数か月設けてほしいという要望もあり

ましたが、いずれにせよ、きちっと引継ぎを

するということで、３社から了承をいただい

ている状態であります。  

尾上委員   今の答弁だと、芝園小・中学校、中央小学校、

新庄北小学校を造った３社の民間事業者の中

で、どこかが受注するような印象を受けたの

ですが、今回の包括委託はそういうことでは
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ないのですよね。  

学校施設課長 すみません、そういう意味ではありません。

現在、維持管理業務を実施している３社に対

し、自社以外が今回の包括管理業務委託を受

注した場合に、引継ぎ上、問題となることは

ありますかという問いに対して、少し時間は

必要ではあるが問題ないと回答があったとい

うことです。  

赤星委員   この３校は、初めて富山市においてＰＦＩ手

法を導入したものであったと思いますが、代

表企業がそれぞれ、大和工商リース株式会社、

清水建設株式会社、株式会社ホクタテとなっ

ています。  

ＰＦＩ手法は、なかなか地元企業の仕事にな

っていかないことが問題であると、当初から

言っていました。最近では自民党の議員の方

も言われますし、県議会でも大問題になって

いると聞いています。  

今回この３社のうちどこかが受注したとする

と、地元の小さな業者へ仕事は回っていくの

でしょうか。  

学校施設課長 実際に今回受注する会社がどこになるのかは

分からないので何とも言えないのですが、仮
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に今の３社のどこかが受注したとしても、こ

れまで地元の小さな業者には仕事をお願いし

ていなかったので、今と同じ状況が続くこと

になり、新たに仕事がなくなるものではあり

ません。  

赤星委員   私が言いたいのは、本来、軽微な修繕などは

地元の工務店などにお願いして、すぐ直して

いただくと。そういった地域と学校との信頼

関係や地域での経済循環とＰＦＩは両立しな

いということを言いたかったのですけれども、

やはりそうなのですね。  

学校施設課長 結局、最初の建設費を含めたＰＦＩですと、

どうしてもゼネコンが入らないと難しい部分

がありますが、今回は包括管理業務委託です

ので、中小企業でも十分参入する余地はある

と思います。  

分科会副会長 議案説明資料７ページの学校施設整備事業費

について、質疑のある方はいらっしゃいます

か。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料８ページの野外教育活動センタ
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ーの空調設備設置について、質疑のある方は

いらっしゃいますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案書４ページの学校給食調理等業務委託に

ついて、質疑のある方はいらっしゃいますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料９ページの給食調理場等の衛生

関連設備更新について、質疑のある方はいら

っしゃいますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料１０ページの公民館の空調設備

更新について、質疑のある方はいらっしゃい

ますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料１１ページの猪谷関所館大会議

室の空調設備設置について、質疑のある方は

いらっしゃいますか。  



43

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料１２ページの保護者連絡システ

ム・校務支援システムとの連携について、質

疑のある方はいらっしゃいますか。  

金岡委員   県が新たに導入するシステムと、市が独自に

導入しようとしている保護者連絡システムの

違いを教えてください。  

教育センター所長 県が導入する保護者連絡システムは、保護者

への緊急連絡ができる、配布物を電子化して

添付ファイルで送信できる、保護者のスマー

トフォンから欠席や遅刻、早退等の連絡をす

ることができる、進級や卒業に伴う名簿上の

処理が簡便であるなどの機能があります。  

本市が採用するシステムは、県が導入する保

護者連絡システムの機能に加えまして、本市

が採用している校務支援システムと連携がで

きる、保護者から受けた欠席連絡等を校務支

援システムの出席簿に反映できる、連絡する

グループごとに管理職の承認設定等の承認制

限ができるなどの機能があります。  

金岡委員   市の校務支援システムと連携できるとのこと

でしたけれども、県が新たに導入する保護者
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連絡システムとの連携はできないのでしょう

か。  

教育センター所長 県の教育ネットシステム等共同調達会議にお

いて、県に確認しましたところ、県の保護者

連絡システムは、本市の校務支援システムを

含めて、各市町村の校務支援システムとの連

携は現在のところ想定していないとお聞きし

ております。  

松尾委員   市独自でシステムを導入するとのことですが、

システムによる保護者との連絡体制について

記載されていたので、保護者の方からよく言

われる要望についてお聞きします。  

今は様々な事務手続が紙ベースで行われてい

ると。子どもに１人１台ずつ端末を用意し、

デジタル化を進めていこうとしているが、そ

の前に保護者の事務手続のデジタル化を進め

てほしいといった声を聞いているのですけれ

ども、このことについてお聞かせいただけま

すか。  

教育センター所長 来年度から新たに導入する保護者連絡システ

ムでは、これまで紙で連絡していた案内文等

について、内容にもよりますが、かなりの量

をデジタル化し、配信することができます。  
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また、保護者がスマートフォンのアプリを使

って、学校に遅刻、欠席等の連絡ができるよ

うになります。現在は１人１台の端末導入等

に伴い、学校によってはアンケート機能を利

用し、インターネット上で連絡するような取

組を始めている学校も見受けられます。  

今後は、学校の様々な事務手続について、内

容に応じて、積極的にＩＣＴを活用できるよ

うに環境を整備していきたいと考えておりま

す。  

松尾委員   当然できること、できないことなど、今現状

でできることを精いっぱい考えて取り組んで

いただきたいと思うのですけれども、現状で

は、市独自の保護者連絡システムのほうが使

いやすいと判断したということですか。  

教育センター所長 市独自の保護者連絡システムについては、１

つは、校務支援システムとの連携において、

保護者側というよりも、教員側の負担軽減、

働き方改革につながると判断しています。  

また、先ほど申し上げました管理職の送信承

認の制限ができるということは、例えば部活

動ごとの申込みや案内などを細かく設定して

保護者に送信できますので、そういった意味

では保護者の負担軽減にもつながると考え、
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市独自の保護者連絡システムを導入すること

を決めました。  

松尾委員   保護者の負担軽減、また教職員の負担軽減に

もつながるということですので、今後しっか

りと進めていっていただきたいと思います。  

尾上委員   この市独自の保護者連絡システムですが、こ

れは市独自でゼロからプログラムを組んだシ

ステムか、市販のシステムを導入するのか、

どちらでしょうか。  

教育センター所長 市販のシステムです。  

尾上委員   ゼロから作るとものすごくランニングコスト

がかかりますし、バグなどがなかなか見つけ

られないという問題もあるものですから、心

配になってお聞きしました。  

分科会副会長 ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。  

これより、議案第９８号中教育委員会所管分

の意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

赤星委員   私は、ただいまの議案第９８号中教育委員会
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所管分について反対の意見を表明したいと思

います。  

最初に、（仮称）水橋地区義務教育学校整備

事業について、本会議の答弁や分科会の質疑

を通して、ＰＦＩ方式では、民間事業者から

提案された施設の構造が複雑になり、予防保

全の観点から、従来型で整備するよりも維持

管理費が増加することがあると分かりました。  

維持管理業務はＰＦＩの事業期間が終了した

後も続き、また、ＰＦＩ方式では大手ゼネコ

ンなどが代表企業となることが多く、地元企

業や中小企業に仕事とお金が回りません。  

この１１８億円余りの債務負担行為の設定に

ついては、一度立ち止まって、子どもたち、

保護者、教職員、住民の皆さんの学校への希

望や要望を十分に考慮して、従来型で整備す

ることに方向転換したほうが、将来的にもよ

いと考えます。  

また、水橋地区で唯一の学校となるが、給食

室を造らない計画に驚きました。出来たての

給食が提供されないことや、作る人と子ども

たちがお互いに顔の見えないこと、地域で取

れた魚や野菜などを学校で調理して提供され

る過程を子どもたちが見ることもできません。

食育の面からも、災害時の住民の安心・安全

の面からも、再考すべきと考えます。  
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次に、芝園小学校及び芝園中学校・中央小学

校・新庄北小学校包括管理業務委託費につい

て、民間事業者への包括管理業務委託では、

市による直営方式には見られない施設管理全

体をマネジメントする業務費用が発生し、委

託費が増加することがあると当局も認めてい

ます。従来型で建設した学校と同じように、

修繕や清掃などの仕事を地元業者が実施し、

きちんと用務員を配置して、直営方式できめ

細やかな管理ができるようにすべきと考えま

す。  

以上のことから、この２件については賛成で

きません。  

高田委員   議案第９８号中教育委員会所管分についてで

すが、私は賛成の意見を申し上げます。  

（仮称）水橋地区義務教育学校について、富

山市が初めて取り組む義務教育学校であり、

大変期待も寄せられており、その校舎につい

ては大きなインパクトがあると考えています。

中央小学校や芝園小・中学校は、ＰＦＩ方式

で整備したからこそできた校舎であり、本事

業もぜひＰＦＩ方式で整備し、民間の活力を

生かしたすばらしい義務教育学校を造ってい

ただきたいと思います。  

また、芝園小学校及び芝園中学校・中央小学
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校・新庄北小学校包括管理業務委託費につい

ては、教職員の働き方改革の観点や、きめ細

やかな施設の整備ができると当局からも説明

がありましたが、対象の学校はＰＦＩ方式で

整備された施設であり、これまでの民間の技

術力を生かした維持管理は絶対に必要だと考

えます。  

分科会副会長 ほかに意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 これをもって、意見の表明を終結いたします。  

以上で、教育委員会所管分の議案の審査を終

了いたします。  

次に、報告案件として提出されている  

報告第３７号  令和３年度富山市一般会計継

続費精算報告書  

を議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。  

学校施設課長 〔報告第３７号中  

小学校費及び中学校費について、  

議案書により説明〕  

生涯学習課長 〔報告第３７号中  
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社会教育費について、  

議案書により説明〕  

分科会副会長 これより、質疑に入ります。  

質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。  

以上で、総務文教分科会教育委員会所管分を

終了します。  

午後  ３時１７分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午後  ３時５８分  再開  

分科会副会長 これより、総務文教分科会財務部所管分及び

歳入等の議案の審査を行います。  

議案第９８号  令和４年度富山市一般会計補

正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の補

正中、歳入全部、歳出第２款総務費中、財務

部所管分、第３条地方債の補正、  

議案第９９号  令和４年度富山市駐車場事業
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特別会計補正予算（第１号）、  

議案第１２４号  令和４年度富山市一般会計

補正予算（第４号）、第１条歳入歳出予算の

補正中、歳入全部、歳出第２款総務費、  

以上３件を一括議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。  

財務部長   〔挨拶〕  

財政課長   〔議案第９８号中及び議案第１２４号中  

一般会計補正予算（歳入・地方債）について、  

議案第９８号中  

財政調整基金の積立について、  

減債基金の積立について、  

議案概要書及び議案概要書（追加提出分）、

議案説明資料により説明〕  

管財課長   〔議案第９８号中  

本庁舎トイレ洋式化改修等事業について、  

公用車駐車場整備事業について、  

議案第９８号中  

市営駐車場自動精算機キャッシュレス化対応

事業について、  

議案第９９号について、  

議案説明資料により説明〕  
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納税課長   〔議案第１２４号中  

市税償還金の補正について、  

議案説明資料（追加提出分）により説明〕  

分科会副会長 これより、質疑に入ります。  

一般会計補正予算（歳入・地方債）について、

質疑のある方はいらっしゃいますか。  

赤星委員   議案概要書の１３ページで、市債のうち、呉

羽丘陵フットパスの周辺広場整備の用地取得

に関するものとして６，２００万円余りと説

明がありましたけれども、この市債はどのよ

うな種類でしょうか。  

例えば、交付税措置があるのか、充当率はど

のくらいかなど教えていただけますでしょう

か。  

財政課長   こちらは国の補助事業で、事業費から国の補

助額を引きまして、そこに充当率９０％を掛

けまして６，２００万円余りとなっておりま

す。  

交付税措置は計算が難しいのですが、一定程

度の交付税措置はございます。  

赤星委員   国の補助額は幾らですか。  
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財政課長   ３，４８０万円でございます。  

事業費の１億４４０万円から３，４８０万円

を引きまして、そこに充当率９０％を掛けま

して、起債は１０万円単位ですので１０万以

下を切り捨てますと、６，２６０万円となり

ます。  

分科会副会長 議案説明資料２ページの財政調整基金の積立

について、質疑のある方はいらっしゃいます

か。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料３ページの減債基金の積立につ

いて、質疑のある方はいらっしゃいますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料４ページの本庁舎トイレ洋式化

改修等事業について、質疑のある方はいらっ

しゃいますか。  

赤星委員   本事業については大変歓迎しております。  

学校では全部洋式化しているのですけれども、

本庁舎はなぜ西館だけにしたのか、教えてく

ださい。  
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管財課長   今回、新型コロナウイルス感染症拡大防止措

置として行っております。現在、洋式トイレ

と和式トイレがありますが、和式のほうが踏

ん張りが利くという話もありますし、実際、

総合案内で少し高齢の方から和式トイレはど

こにあるのかと聞かれることがあるという実

情もございますので、和式トイレを一気に洋

式化するということはなかなか難しいかと思

っております。  

今回は国の交付金のこともあり、一部洋式化

という対応にいたしました。  

赤星委員   和式のほうが踏ん張りが利く方が何人いるの

かは分かりませんけれども、１階など行きや

すいところに一、二か所あればいいのではな

いかと。わざわざ上の階まで来て踏ん張る方

もいないのではないかと思いますので、ふだ

んよく使う職員の方や各階を訪れる方の利便

性を優先したほうがいいのではないかと考え

ます。  

西館、東館の女子トイレは、個室が３つあり

まして、真ん中が和式ですよね。議会棟の女

子トイレは、個室が２つあって、洋式は１つ

しかありません。  

やはり洋式トイレを使う人が多いので、議会

棟では現在、議会事務局の女性職員が９人、
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会派事務員の女性の方が７人、それから女性

議員が３人、合わせて１９人で１つの洋式ト

イレを使うことになります。ですから、使い

たいときに入れないこともよくあります。  

やっぱり女性は体の都合もあり、なかなか時

間がかかることもありまして、そういうとき

に和式トイレしか空いていないと体調的にも

本当に大変です。  

ですので、議会棟女子トイレのように洋式ト

イレが１つしかないところは、早く改善をし

ていただきたいと思うのですけれども、今後

の予定はいかがでしょうか。  

管財課長   今後のトイレ洋式化につきましては、今、委

員からも御意見を伺いましたので、またいろ

いろな方の御意見等を参考にいたしまして、

設備の老朽化の状況等も踏まえ、検討してま

いりたいと思います。  

赤星委員   早急に検討をお願いしたいと思います。  

同時に、サニタリーボックスを男性トイレに

も設置するということですが、すごく大事な

ことだと思っており、歓迎しております。  

分科会副会長 議案説明資料５ページの公用車駐車場整備事

業について、質疑のある方はいらっしゃいま
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すか。  

高田委員   本庁舎東側公用車駐車場の整備地について、

あそこは建物跡地で、段差があったりすると

思いますが、２０台分がきちんと入るのかど

うか、お聞かせください。  

管財課長   今回、土地開発公社から購入する用地ですが、

簡単な図面等でどのくらい公用車を停めるこ

とができそうかと考えまして、二十数台くら

いは停めることができそうだと思っておりま

す。  

実際、地下駐車場で二段式駐車設備を撤去し

た場合に駐車できなくなる台数が２０台弱だ

と思いますので、十分対応できると思ってお

ります。  

高田委員   今、整備しようとしている用地は高さがある

ので、平地とフラットにするのではなく、あ

る程度高さを残したほうが、もし浸水した場

合にいいのではないかと、ある方から指摘を

受けたのですが、その点についてどうですか。  

管財課長   乗り入れの部分は市道の高さに合わせなけれ

ばいけないと思いますが、かなり高さがある

ものですから、いただいた御意見を参考に、
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どのようなことができるのかも踏まえて、今

後発注する前に検討してまいりたいと思いま

す。  

分科会副会長 議案説明資料６ページの市営駐車場自動精算

機キャッシュレス化対応事業について、質疑

のある方はいらっしゃいますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 議案説明資料（追加提出分）の市税償還金の

補正について、質疑のある方はいらっしゃい

ますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。  

これより、議案第９８号中財務部所管分及び

歳入全部、地方債の補正、議案第９９号、議

案第１２４号中財務部所管分及び歳入全部、

以上３件の意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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分科会副会長 意見の表明なしと認めます。  

以上で、財務部所管分及び歳入等の議案の審

査を終了いたします。  

次に、報告案件として提出されている  

報告第３５号  健全化判断比率及び資金不足

比率報告の件  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  

財政課長   〔議案説明資料により説明〕  

分科会副会長 これより、質疑に入ります。  

質疑はありませんか。  

村石委員   議案説明資料１０ページの将来負担比率につ

いてお尋ねします。  

今ほど課長が説明されたように、令和３年度

と令和２年度を比べると、差が２０ポイント

となっています。この要因について教えてく

ださい。  

財政課長   この将来負担比率は、分母に標準財政規模、

分子に将来負担すべき実質的な負債―例えば

地方債現在高や起債の現在高、建設に係るＰ

ＦＩなどの債務負担行為―から基金の充当可

能基金額などを引くものですので、分母が大
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きければ数値は悪くなるというものでござい

ます。  

令和３年度につきましては、富山市斎場の再

整備や八尾地域の統合中学校整備などに伴い

市債の残高は増加いたしました。  

増加した反面、今ほど申し上げた富山市の斎

場の再整備や八尾地域の統合中学校整備事業

はＰＦＩでしたので、債務負担行為を設定し

た時点でもう支出予定額に入っていたのです。  

例えば、事業費が５０億円だとすると、債務

負担行為の場合は５０億円も分子に入れてし

まいます。ただ、工事が終わった場合、国の

補助金等が入りますから、５０億円全額が市

債になるのではなく、５０億円より少ない金

額が計上されると。将来負担比率がこの差額

分、落ちるということです。  

今回のケースでは、ＰＦＩとして債務負担行

為で出ていたものが、工事が終わりましたの

で、市債に置き換わって金額が落ちたことが

１点と、これは毎年のことですが、公共下水

道等の公営企業の繰入見込み額、公共下水道

の事業債が減っていますので、その繰出金が

減っていると。  

あとは、分子は基金の額をマイナスしますの

で、令和３年度は基金―財政調整基金、減債

基金ともに増えておりますので、分子を減ら
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す要因も増えています。  

そういったことで２０ポイント下がっている

次第でございます。  

村石委員   ２０ポイント下がった要因は概ね理解できま

した。  

今後のことを考えると、中規模ホールや（仮

称）水橋地区義務教育学校のＰＦＩなどいろ

いろありますよね。  

今の説明を踏まえて考えると、この将来負担

比率は、令和４年度、令和５年度は増えると

考えてよろしいのでしょうか。  

財政課長   中規模ホールは既に債務負担行為を設定して

いるので、実際どうなるのかは分からないで

すけれども、委員がおっしゃったとおり、今

ほど申し上げた説明と同じことになるかもし

れません。  

ただ、水橋地区の義務教育学校につきまして

は、先ほど教育委員会の説明があったかと思

いますが、今議会においてＰＦＩの関係で債

務負担行為を１００億円以上設定しておりま

す。全額が入るわけではありませんが、ほと

んど建設に係る分ですので、令和４年度の将

来負担比率の分子に入ってくることになりま

す。  
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もちろん分母の標準財政規模は年度によって

多少増減しますので見込みは分からないです

が、分母が大きな数字になると現段階で見込

まれますので、令和４年度の将来負担比率は

増加するものと考えております。  

村石委員   将来負担比率が少なくなるように財政的なこ

とを考える必要はないのですか。そういうこ

とは特にする必要がないということでしょう

か。  

財政課長   本市といたしましては、よく言われることで

すけれども、市債を起こす場合は交付税措置

が高いものを起こすこと、標準財政規模は税

収等も関係してきますので、税源涵養に努め

ること、企業を誘致して法人税や固定資産税

などの税収を増やすことなどといった努力は

必要かと思います。  

また、分子には市債の現在高が入りますので

―例えば、通常、２０年返済の予定の起債を

民間金融機関から借りる場合は、１０年で借

りて、１０年目に残りの部分を返してもう１

回借りるという借換えを実施しているのです

が、昨年度は起債残高を減らすために、約５

億３，２００万円余りを借換えせずに返して

おります。そうすると、借りなかったので当
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然市債の現在高は減ります。  

相手があることですので、そういうことがで

きるのはなかなかまれなことですが、起債の

現在高を減らす努力はいたしておりまして、

それが将来負担比率の減にもつながるものと

考えております。  

村石委員   標準財政規模について、あまり影響はないか

もしれませんが、例えば子どもが多く生まれ

て人口が増えたなど、そのような人口の増減

の要素もあると考えますが、どうでしょうか。  

財政課長   標準財政規模は、交付税の算定に用いる基準

財政収入額から、譲与税などを引いて、普通

交付税と臨時財政対策債を足しますので、人

口云々というよりも、やはり税収やその年の

交付税額がベースとなります。  

もちろん元をただせば、交付税の算定に人口

が関係してくることは間違いありませんし、

人口が増えれば当然税収も上がりますので要

素はあると思います。  

分科会副会長 ほかにないようですので、これをもって質疑

を終結いたします。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。  
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以上で、総務文教分科会財務部所管分を終了

いたします。  

これで、９月定例会の当分科会に送付されま

した全議案の審査は終了いたしました。  

委員各位に御相談申し上げます。  

分科会長報告については、私に御一任願いた

いと思いますが、いかがでしょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会副会長 それでは、そのように取り計らいます。  

これをもって、令和４年９月定例会の予算決

算委員会総務文教分科会を閉会いたします。  
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